
（様式１－３） 

川俣町 定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２６年２月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ９ 事業名 川俣町子どもの屋内運動場整備事業 事業番号 Ｂ－１－２ 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 ９８，０７５（千円） 全体事業費 ９８，０７５（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

原子力災害による放射能への不安から、屋外での運動を自粛もしくは制限されている当町の子どもたち

が、安心・安全に運動できる運動施設を整備、提供することにより、子どもたちの運動機会を確保し、運

動能力の回復と体力低下及び肥満傾向の改善を図る。 

 具体的には、トランポリン、ウォールクライミングの可動式遊具を備えるほか、ドッジボー

ル、バドミントン、ミニ運動会、子ども会の集団ゲームイベント等に利用する。 

【施設整備の概要】詳細は別添「図面」のとおり 

・整備内容  構造：鉄骨造２階建(添付資料参考) 

       １階 幼児運動室  面積 286.10㎡ 

       ２階 児童運動室  面積 252.49㎡ 

                  計 538.59㎡ 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「第 5次川俣町振興計画」（別添資料のとおり） 

・Ⅲ基本計画－第３章 安心の笑顔あふれるまち－第４節－子育て支援・児童福祉の推進－子育て支援の充

実(P80) 

 身近で安全な遊び場として、屋内の遊び場や公園・緑地など屋外の遊び場の充実を図るとともに、保育

園や幼稚園の園庭、小・中学校の校庭の積極的な開放に努めますとしている。 

「第 2次川俣町復興計画」(別添資料のとおり) 

・Ⅲ施策の基本方向－６ 将来を担うたくましい子どもたちの育成を目指す(P13) 

 次世代を担う心豊かでたくましい子どもを育てるために、地域全体で子どもをしっかりと守り育てる体

制を整えるとともに、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するとしている。 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱 5の 1） 



・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

              自主避難   63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

原子力災害前後で、1,399 人が町外へ避難したこと等により生徒・児童数が減少し、町内全ての小・中学

校、幼稚園では、震災前に行っていた行事を中止するなどの影響が出ている。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

運動機会の減少により、体力低下が著しく、肥満傾向にある幼児・小学生が、放射能の影響を気にする

ことなく安心して運動に取り組み、体力の向上を図るため、屋内運動施設を整備するとともに、施設を利

用する子どもたちが楽しく、効果的な運動に取り組めるよう活動を支援するプレイリーダーの育成を図る

必要がある。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱 5の 4の二①） 

 当町子どもたちの、原子力災害前後の平成 22 年度と 24 年度全国体力・運動能力調査（小学校）を比較

すると、災害後の平成２４年度数値が、災害前の平成２２年度数値を下回っている種目が多いという結果

になっている。（別添資料のとおり） 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

町内の運動施設としては、震災前は川俣町体育館と多目的グラウンドである農村広場が存在したが、農

村広場においては、避難者の仮設住宅が建設されたことで、震災後、利用が不可能となり、スポーツクラ

ブ等の活動の一部が川俣町体育館に移行したことにより、屋内の運動施設が不足している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

 町内に屋内運動施設を新設するためには、土地の取得、建設に多額の費用と時間が必要であり、子ども

の運動機会の確保が急務な町の状況にあって、迅速な施設の整備は困難である。このため、施設の広さや

立地条件など子どもの利用面で条件を満たしている、当町所有の既存建物を屋内運動施設に改修すること

により、速やかに子どもたちの運動の場とすることが可能である。 

○施設等の整備内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制度

要綱第 5の 4の二①） 



 町内の運動施設は、農村広場が仮設住宅設置により利用不可能な状況にあり、川俣町体育館の利用もひ

っ迫する状況であることから、町内の未就学児から小学生が安心して利用できる屋内運動施設を整備する

ことは、子どもの運動機会確保と体力の向上という事業の目的から適切である。 

 具体的には、トランポリン、ウォールクライミングの可動式運動器具を備えるほか、ドッジ

ボール、バドミントン、ミニ運動会等に利用することにより子どもの運動機会確保と体力向上

を図る。 

また、本事業での屋内運動施設の整備は、既存の町所有の建物を改造するよりも、大幅なコスト削減が

可能であることから、費用の面でも効率的な事業である。 

 なお、施設の利用日数については、３０７日を予定しており、利用人数については、町内の未就学児５

３７人及び小学生６６７人から推計して、年間約３３，０００人を想定している。 

 【利用想定の詳細は別紙参照】 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

 整備する屋内運動施設は、当町に避難している飯舘村、南相馬市等の子どもたちも含めて、当町に関連

のある子どもたちにも開放することにより、広域の住民による利用を促す。 

また、施設は、国道１１４号線と国道３４９号線の交差点付近に位置しているため、親子連れで利用す

る際に車での来場が容易である。 

さらには、町で運営するデマンドタクシーを利用することも可能である。 

○整備を予定している施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制度要綱第 5の 4

の二③） 

 幼児運動室においては、幼児向けの体力維持・向上に資するための教室、ミニ運動会等を定期的に開

催する。 

児童運動室においては、屋外活動の制約で運動機会が減少しているスポーツ少年団、地域子ども会等の

現状を踏まえ、スポーツ教室、集団ゲームイベント等を開催する。 

併せて、施設運営にあたる職員には、プレイリーダーの講習を実施することにより、来場した子どもた

ちが可動式の運動器具などを活用してより楽しく、効果的な運動ができるよう配慮するとともに、ＮＰＯ

や育児サークルと連携し、子どもの運動について定期的な相談会や季節ごとのイベント等を開催すること

により、親子での積極的な来場を呼び掛ける。 

また、地区の幼稚園や小学校と連携した取り組みを定期的に実施することにより、年間を通じての利活

用の推進を図る。 

○その他 

小学生については、学校で行われる体力測定、健康診断結果を基に、未就学児については、保健センタ

ーで行われる健康診断結果を基に、体力増強と肥満傾向拡大の改善状況を検証する。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 



基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

川俣町 定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２６年２月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ９ 事業名 川俣町子どもの屋内運動場駐車場等整備事業 事業番号 ◆Ｂ-1-2-1 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 ７，８３７（千円） 全体事業費 ７，８３７（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

子どもの屋内運動場を整備するが、利用者が当町全域にわたることから、車での来場者が想定されるの

で、施設敷地内に駐車場を整備する。 

駐車台数は敷地の関係から１８台分となるが、敷地内に駐車できない車は近接する公立小学校の職員駐

車場等を予定している。 

なお、徒歩・自転車等で来場すると想定する地域の子ども数(旧川俣地区)が３５０人、車での来場と想

定する地域の子ども数(旧川俣地区以外)が７５９人（平成25年11月30日現在）なので、この割合(約70％)

から、車での来場者を最大入場者数(７０人)の７０％である４９台と見込んでいる。 

また、子どもの屋内運動場は、既存建物を改造して整備するが、建物の外回りに植栽されている樹木が

採光を妨げているので撤去する。 

【駐車場等整備の概要】詳細は別添「図面」のとおり 

・整備内容  駐車場   面積 約５８０㎡(１８台分) 

        樹木の撤去  面積  約４３㎡ 

当面の事業概要 

平成２６年度 工事 

東日本大震災の被害との関係 

町内の運動施設としては、震災前は川俣町体育館と多目的グラウンドである農村広場が存在したが、農

村広場においては、避難者の仮設住宅が建設されたことで、震災後、利用が不可能となり、スポーツクラ

ブ等の活動の一部が川俣町体育館に移行したことにより、屋内の運動施設が不足している。 

・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

               自主避難    63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

原子力災害前後で、1,399 人が町外へ避難したこと等により生徒・児童数が減少し、町内全ての小・中学



校、幼稚園では震災前に行っていた行事を中止するなどの影響が出ている。 

関連する災害復旧事業の概要 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 ◆Ｂ1-2-1 

事業名 子どもの屋内運動場駐車場等整備事業 

交付団体 川俣町 

基幹事業との関連性 

子どもの屋内運動場を整備する事業に合わせて、車での来場者の駐車場を確保するため、施設に駐車場

を整備する。 

また、子どもの屋内運動場は、既存建物を改造して整備するため、既存建物の外回りに植栽されている

樹木が、本施設には採光を妨げる障害物となるので撤去する。 


